
実務研修

（８７時間）

専門研修課程
Ⅰ

（５６時間）

専門研修課程
Ⅱ

（３２時間）

主任介護支援
専門員研修

（７０時間）

創設

実務研修

（４４時間）

実務従事者
基礎研修

（３３時間）

専門研修課程
Ⅰ

（３３時間）

専門研修課程
Ⅱ

（２０時間）

主任介護支援
専門員研修

（６４時間）

実務従事者が対象

介護支援専門員（ケアマネジャー）の研修制度の見直し

介

護

支

援

専

門

員

実

務

研
修

受

講

試

験

更 新 研 修

主任介護支援
専門員更新
研修

（４６時間）

合
格

合
格

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした自立支援に資するケアマ
ネジメントを実践できる専門職を養成するため、介護支援専門員に係る研修制度を見直したところ。
○ 入口の研修である介護支援専門員実務研修を充実するため、任意の研修となっている介護支援専門員実務従事者基礎研修を介護支援専
門員実務研修に統合。
○ 主任介護支援専門員に更新制を導入。（更新時の研修として更新研修を創設。）
○ 専門職として修得すべき知識、技術を確認するため、各研修修了時に修了評価を実施。

実務従事者が対象

研修制度の見直し（平成２８年度の研修※から）

統合

任意研修

更 新 研 修

※ 実務研修等は平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から、専門研修等は平成28年４月１日から施行。

※平成２６年６月２日告示公布（主任更新研修については平成２７年２月１２日公布）

介護支援専門員の養成の全体像
証
交
付

基
礎
資
格
に
お
け
る
実
務
経
験
（直
接
的
な
援
助
の
経
験
）

実
務
経
験
（就
業
後
６
ヶ
月
以
上
３
年
以
内
）

実
務
経
験

（十
分
な
知
識
・経
験
）

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

「ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
を
習
得
し
、
多
職
種
と
協
働
・連
携
し
な
が
ら
専
門
職
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」

介
護
支
援
専
門
員
専
門
研
修
（専
門
課
程
Ⅰ
）

「
専
門
的
知
識
・
技
能
を
修
得
し
、
多
様
な
疾
病
や
生
活
状
況
に
応
じ
て
医
療
と
の
連

携
や
他
職
種
協
働
を
図
り
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
で
き
る
」

主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修

「関
係
者
と
の
連
絡
調
整

、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
地
域
作
り
を
実

践
で
き
る
」

主
任
介
護
支
援
専
門

員
更
新
研
修

専
門
課
程
Ⅱ

（更
新
研
修
）

専
門
職
と
し
て
の

能
力
の
保
持
・
向
上

実
務
経
験

実
務
経
験
（３
年
以
上
）

介
護
支
援
専
門
員
専
門
研
修
（専
門
課
程
Ⅱ
）

「
主
体
的
に
個
別
支
援
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
事
例
に
応
じ
た

支
援
方
法
・
内
容
の
改
善
を
行
え
る
」 実

務
経
験

（主
任
と
し
て
の
経
験
）

主
任
と
し
て
の

能
力
の
保
持
・
向
上



研修課目（介護支援専門員実務研修） 時間

講
義

介護保険制度の理念と介護支援専門員 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基本 ２

要介護認定等の基礎 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

受付及び相談と契約 １

アセスメント、ニーズの把握の方法 ２

居宅サービス計画等の作成 ２

モニタリングの方法 ２

実習オリエンテーション １

介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

相談面接技術の理解 ３

地域包括支援センターの概要 ２

演
習

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

アセスメント、ニーズの把握の方法 ４

アセスメント、居宅サービス計画等作成演習 ６

居宅サービス計画等の作成 ４

介護予防支援（ケアマネジメント） ４

介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

チームアプローチ演習 ３

意見交換、講評 １

実
習

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習

合計 ４４

研修課目（介護支援専門員実務従事者基礎研修） 時間

講
義

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 ３

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ７

ケアマネジメント演習講評 ６

演
習

ケアマネジメント点検演習 １４

研修を振り返っての意見交換、ネットワーク作り ３

合計 ３３

研修課目（新・介護支援専門員実務研修） 時間

講
義

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント ３

ケアマネジメントに係る法令等の理解（新） ２

地域包括ケアシステム及び社会資源（新） ３

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義（新） ３

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理（新） ２

ケアマネジメントのプロセス（新） ２

実習オリエンテーション １

講
義

・
演
習

自立支援のためのケアマネジメントの基本 ６

相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎 ４

利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意（新） ２

介護支援専門員に求められるマネジメント（チームマネジメン
ト）（新）

２

ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

受付及び相談並びに契約 １

アセスメント及びニーズの把握の方法 ６

居宅サービス計画等の作成 ４

サービス担当者会議の意義及び進め方（新） ４

モニタリング及び評価 ４

実習振り返り ３

ケアマネジメントの展開（新）

基礎理解 ３

脳血管疾患に関する事例 ５

認知症に関する事例 ５

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例 ５

内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、呼吸器疾
患、腎臓病、肝臓病等）に関する事例

５

看取りに関する事例 ５

アセスメント、居宅サービス計画等作成の総合演習（新） ５

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り ２

実
習ケアマネジメントの基礎技術に関する実習

合計 ８７

介護支援専門員実務研修の見直しについて

任意研修であっ
た実務従事者
基礎研修を統
合

（＝実務研修の
充実）

介護支援専門員実務研修における実習について

介護支援専門員研修課程の見直しに伴い、実務研修の実習については、
・ケアマネジメントの実践現場の実態を認識する機会
・実施上の効果を高めるため、指導方法を強化
の観点で内容を見直し、実施要綱（※）において、実習における留意点を新たに記載
このため、実務研修の実習に当たっては、居宅介護支援事業所の協力が必要

※「介護支援専門員資質向上事業の実施について」（平成２６年７月４日老発０７０４第２号）
（別紙１）介護支援専門員実務研修実施要綱

介護支援専門員実務研修実施要綱（抜粋）
４ 研修実施上の留意点
（１）研修実施方法
イ 実習における留意点
実習先としては、特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整っている事業所で行うこ
とが適切であり、主任介護支援専門員が配置されている事業所に協力してもらうことが適当である。
実習に当たっては、一つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験する
ことが効果的であり、アセスメントからモニタリングまでの一連のケアマネジメントプロセス（同行等による
利用者の居宅訪問、サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席も含む）を経験するこ
とが適当である。なお、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できな
かった場合には、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法
等を説明することにより理解を促すこと。
実習においては、事前に実習に係る対象者等の同意を得るとともに、特に対象者の安全の確保や知り
得た秘密の厳守について万全を期すよう受講者に周知徹底すること。



介護支援専門員専門研修の見直しについて
研修課目（専門研修Ⅰ） 時間

講
義

介護保険制度論 ２

対人個別援助 ２

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 １

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ３

保健医療福祉の基礎理解「高齢者の疾病と対処及び主治医との連携」 ４

保健医療福祉の基礎理解「社会資源活用」 ３

保健医療福祉の基礎理解「人格の尊重及び権利擁護」 ※ ２

保健医療福祉の基礎理解「リハビリテーション」 ※ ３

保健医療福祉の基礎理解「認知症高齢者・精神疾患」 ※ ３

サービスの活用と連携「訪問介護・訪問入浴介護」 ※ ３

サービスの活用と連携「訪問看護・訪問リハビリテーション」 ※ ３

サービスの活用と連携「居宅療養管理指導」 ※ ３

サービスの活用と連携「通所介護・通所リハビリテーション」 ※ ３

サービスの活用と連携「短期入所・介護保険施設」 ※ ３

サービスの活用と連携「介護保険施設・認知症対応型共同生活介護・
特定施設入居者生活介護」 ※

３

サービスの活用と連携「福祉用具・住宅改修」 ※ ３

演
習

対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク） ９

合計 ３３

研修課目（専門研修Ⅱ） 時間

講
義

介護支援専門員特別講義 ２

介護支援専門員の課題 ３

「居宅介護支援」事例研究 ※１ ６

「施設介護支援」事例研究 ※２ ６

演
習

サービス担当者会議演習 ３

「居宅介護支援」演習 ※１ ６

「施設介護支援」演習 ※２ ６

合計 ２０

研修課目（専門研修Ⅰ） 時間

講
義

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 ３

対人個別援助技術及び地域援助技術 ３

ケアマネジメントの実践における倫理 ２

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践（新） ４

個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習（新） ２

講
義

・
演
習

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定 １２

ケアマネジメントの演習（新）

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 ４

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ４

認知症に関する事例 ４

入退院時等における医療との連携に関する事例 ４

家族への支援の視点が必要な事例 ４

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例

４

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り（新） ２

合計 ５６

研修課目（専門研修Ⅱ） 時間

講
義介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 ４

講
義

・
演
習

ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表（新）

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 ４

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ４

認知症に関する事例 ４

入退院時等における医療との連携に関する事例 ４

家族への支援の視点が必要な事例 ４

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービ
ス等）の活用に関する事例

４

合計 ３２

※３課目を選択して受講

※１か※２を選択して受講

2
8
9

主任介護支援専門員研修の見直しについて

研修課目 時間

講
義

対人援助者監督指導（スーパービジョン） ６

地域援助技術（コミュニティソーシャルワーク） ３

人事・経営管理に関する講義 ３

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 ３

ターミナルケア ３

人事・経営管理 ３

サービス展開におけるリスクマネジメント ３

演
習

対人援助者監督指導 １２

地域援助技術 ３

事例研究及び事例指導方法 １８

合計 ６４

研修課目 時間

講
義

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援 ２

ターミナルケア ３

人材育成及び業務管理 ３

運営管理におけるリスクマネジメント ３

講
義

・
演
習

地域援助技術 ６

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現
（新）

６

対人援助者監督指導 １８

個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開 ２４

合計 ７０

研修課目 時間

講
義
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向（新） ４

講
義
・演
習

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践（新）

リハビリテーション及び福祉用具活用に関する事例 ６

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ６

認知症に関する事例 ６

入退院時等における医療との連携に関する事例 ６

家族への支援の視点が必要な事例 ６

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ６

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）
の活用に関する事例

６

合計 ４６

主任介護支援専門員
更新研修として創設



研修における受講要件（変更のある研修課程）

主任【これまで】 主任【平成２８年度から】 主任更新【新規】

介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経
験を有する介護支援専門員
①から④のいずれかに該当
かつ
専門研修課程Ⅰ及びⅡ 又は

介護支援専門員更新研修（実務経験者）修了
者

利用者の自立支援に資するケアマネジメントが
実践できている介護支援専門員

※居宅サービス計画等を提出させ、内容を確
認
①から④のいずれかに該当
かつ
専門研修課程Ⅰ及びⅡ 又は

介護支援専門員更新研修（実務経験者）修了
者

主任介護支援専門員研修修了証明書の有効
期間がおおむね２年以内に満了する主任介護
支援専門員
かつ
①から④のいずれかに該当

上記の要件以外に、都道府県において実情に
応じた受講要件の設定可

①専任として従事した期間が通算５年以上
※管理者との兼務は期間として算定可

同左 ①介護支援専門員に係る研修の企画、講師や
ファシリテーターの経験者

②ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又
は認定ケアマネジャーであって、専任として従
事した期間が通算３年以上※管理者との兼務
は期間として算定可

同左 ②地域包括支援センターや職能団体等が開催
する法定外の研修等に年４回以上参加した者

③現に地域包括支援センターに配置されてい
る主任介護支援専門員に準ずる者

同左 ③日本ケアマネジメント学会等が開催する研
究大会等において、演題発表等の経験がある
者

④その他、介護支援専門員の業務に関し十分
な知識と経験を有する者
※都道府県が適当と認める者

同左 ④日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケ
アマネジャー

上記の要件以外に、都道府県において実情に
応じた受講要件の設定可

同左 ⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識
と経験を有する者であり、都道府県が適当と認
める者

介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直し（省令、通知改正）

○介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格（下記のいずれかの要件を満たす者）

１．法定資格保有者
保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士

２．生活相談員

生活相談員として、（地域密着型）介護老人福祉施設・（地域密着型）特定施設入居者生
活介護（介護予防を含む）において、要介護者等の自立に関する相談援助業務に従事した
期間

３．支援相談員

支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する
相談援助業務に従事した期間

４．相談支援員

障害者総合支援法第５条第１６項及び児童福祉法第６条の２第６項に規定する事業の従
事者として従事した期間

５．主任相談支援員
生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する事業の従事者として従事した期間

通
算

し
て
５
年

以
上

※平成２７年２月１２日から適用。ただし、３年間は経過措置として見直し前の要件でも受験を認める。


